
 
Ⅲ 機器や道具類の取扱い 
 
  ■ 作業に使用した機器や道具、衣類は、早い時期に洗浄・清掃しておいて 
   ください。 
    ※ 泥は、乾燥すると落ちにくくなります。 
 
  ■ 泥・草などを洗い落とす区画を決めておくと、再汚染や汚染拡大の抑制 
   に有効です。 
    ※ 特に、大量の泥・土が付着する建設機械や車両の洗浄。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ※ 油汚れがあると、そこに汚染が残りやすいので注意してください。 
    ※ 効果的なのはスチーム洗浄ですが、ブラシと洗剤によるこすり洗い 
     でも十分です。 
 
  ■ 衣類の洗濯は、普通の方法でかまいません。 
    ※ 汚れがひどい場合には、別にして洗ってください。 
 
  ■ 十分にすすぎ、洗剤を良く落としてください。 
    ※ 汚れを落とす洗剤が残っていると、汚れも残っている場合がありま 
     す。 
 
 
 
 
 
 
 

足回り 

荷台 
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第４章 法令関係 
 

１ 関係法令のあらまし 
 
  放射線管理に関連する法令には、さまざまな法律がありますが、ここでは、 
 電離放射線の危険から労働者を守ることを目的としている労働安全衛生法とそ 
 の関係法令について説明します。 
 
  作業の安全と労働者の健康障害については、労働安全衛生法とこれに基づい 
 て制定されている労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、除染等電離放射 
 線障害防止規則などに、有害な電離放射線から労働者の健康を保護するため、 
 事業者が守らなければならない事項が定められています。 
 
 
 １ 労働安全衛生法 
 （１）目的 
  第１条 この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まっ 
  て、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自 
  主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推 
  進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快 
  適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 
 
   労働安全衛生法は、職場で発生するすべての事故や職業病の予防のための 
  規定を定めている、いわば労働災害防止のための基本法と言えるものです。 
  この第１条では、労働安全衛生法の目的としてさまざまな安全衛生に関する 
  方策を講ずることによって、①労働者の安全と健康を確保し、②快適な職場 
  環境を作って行くこと、であると定めています。 
 
 （２）事業者と労働者の義務 
  第３条（第１項） 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のため 
  の最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通 
  じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 
  また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するよう 
  にしなければならない。  
  第４条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者 
  その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努 
  めなければならない。 
 
   この条文は、労働災害の防止のために事業者が守らなければならない基本 
  的な義務を定めたものです。事業者とは事業体のことで、その代表的なもの  
  
 

138 



 
  は企業です。労働災害を防止することは事業者（企業）の義務ですが、この 
  条文はこのことをあらためて確認するものです。また単に法律で定めている 
  最低の基準を守っていればよいという消極的な姿勢は十分ではなく、より積 
  極的に、快適な環境と労働条件の改善をしてくことが、事業者の義務である 
  とされています。 
   安全と健康の確保は事業者の責任ではありますが、労働者の方も安全衛生 
  を事業者に任せきりにしておいて良いわけではない、ということが第４条に 
  定められています。この条文によれば、労働者は災害防止のための必要な措 
  置を守り、事業者などが行う災害防止措置に協力することになっています。 
  したがって、定められた安全のための作業規定などを、労働者側で無断で変 
  えてしまったり、定められた作業規定とは違う作業をすることなどは、労働 
  安全衛生法に違反することになります。 
 
 （３）事業者が講ずべき措置 
   労働安全衛生法第22条には次のような規定があります。 
  第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければ 
  ならない。  
  ① 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害  
  ② 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害  
  ③ 計器監視、精密工作等の作業による健康障害  
  ④ 排気、排液又は残さい物による健康障害 
 
   この規定では、事業者は、放射線による健康障害を防止するための対策を 
  取らなければならないと定めています。除染作業などではこの規定が適用さ 
  れるので、事業者は労働安全衛生法に基づいた放射線障害防止のための対策 
  を講じなければなりません。 
   この健康障害を防止するための対策の詳しい内容については、主に「東日 
  本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための 
  業務等に係る電離放射線障害防止規則（除染電離則）」に定められています。 
  除染電離則は、労働安全衛生法に基づき定められた規則で、専門的な技術に 
  関することがらは除染電離則の中で定められています。 
   除染電離則のあらましについては、後ほど説明します。 
 
 （４）安全衛生特別教育の実施 
   労働安全衛生法では、いろいろな業務の中でも特に危険だったり、人体に 
  有害だと考えられる業務については、「安全衛生のための特別な教育」を行 
  うことを定めています（第59条）。これを一般に「安全衛生特別教育」と呼 
  んでいます。 
   安全衛生特別教育が必要とされる業務は、労働安全衛生規則などにおいて、 
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  40種類あまりの業務が定められています。 

 除染等に関係する業務では、「除染等業務」と「特定線量下業務」につい
て、安全衛生特別教育が必要とされています。 
 
「除染等業務」とは、具体的には、次の３つです。 

   ① 土壌等の除染等の業務 
     事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について    

講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等
（以下「汚染土壌等」という。）の除去、当該汚染の拡散の防止その他
の措置を講ずる業務 

   ② 廃棄物処理等の業務 
     除染特別地域等に係る除去土壌又は事故由来放射性物質により汚染さ 
    れた廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に係る業務 
   ③ 特定汚染土壌等の取扱の業務 
     除染特別地域等内において、汚染土壌等であって、当該土壌に含まれ

る事故由来放射性物質のセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の値
が １万Bq/kgを超えるものを取扱う業務 

 
  「特定線量下業務」とは、具体的には、次のとおりです。 
   除染等特別地域等内における、平均空間線量率が2.5μSv/時を超える場所

において事業者が行う除染等業務以外の業務 
 
   このように、除染等を行う業務は、放射線障害防止を目的とした「安全衛 
  生特別教育」を行うことが、事業者の義務となっています。この特別教育の 
  カリキュラムについては、除染電離則において定められています。 
 
 ２ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染する 
  ための業務等に係る電離放射線障害防止規則（除染電離則） 
   除染電離則は、除染等の作業に従事する労働者の放射線による健康障害を 
  できるだけ少なくすることを目的とした規則で、労働安全衛生法に基づいて 
  定められたものです。 
   放射線や放射性物質というものの性格上、内容が技術的・専門的にならざ

るを得ない面がありますが、以下、重要な部分をかいつまんで説明します。 
 
  
    

140 



 
第１章 総則 
  
 （１）基本原則（第１条） 
 
  第１条 事業者は、除染等特別地域内において、除染等業務従事者又は特定

線量下業務従事者その他の労働者が電離放射線を受けることをできるだけ
少なくするように努めなければならない。 

 
   この規定は、放射線に対する被ばくを可能な限り少なくすることが必要で

あることを述べたものです。次に示すとおり、除染等を行う作業者には被ば
く限度が定められていますが、その限度内であれば被ばく低減のための対策
は不要ではなく、さらなる被ばく低減のために努力する必要があります。 

   
   ここからは、「除染等業務」と「特定線量下業務」に分けて説明します。 
 
第２章 除染等業務  
 
 （１）除染等業務従事者の被ばく限度（第３条） 
 
  第３条 事業者は、除染等業務従事者の受ける実効線量が５年間につき100

ミリシーベルトを超えず、かつ、１年間につき50ミリシーベルトを超えな 
   いようにしなければならない。 
  ２ 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の除染等業務従事者（妊娠す 
   る可能性がないと診断されたもの及び次条に規定するものを除く。）の受  

ける実効線量については、３月間につき５ミリシーベルトを超えないよう
にしなければならない。 

 
   除染等作業に従事する労働者が受ける実効線量は、５年間で100mSv、１年  

間で50mSvを超えてはならないと決められています。 
   また、女性作業者については、原則として３ヶ月で５mSvを超えてはなら

ないと決められています。 
 ここでいう実効線量とは、外部被ばくによる実効線量と、内部被ばくによ
る実効線量の和になります。 
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 （２）線量の測定と、測定結果の確認、記録等（第５条、第６条） 
  第５条 事業者は、除染等業務従事者（特定汚染土壌等取扱業務に従事する

者については、平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時以下の場所
においてのみ特定汚染土壌等取扱業務に従事する者を除く。第６項、第８
項及び次条において同じ。）が除染特別地域等内における除染等業務に係
る作業（以下「除染等作業」という。）により受ける外部被ばくによる線
量を測定しなければならない。 

  ２ 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除 
   染特別地域等内（厚生労働大臣が定める方法によって求める平均空間線量 
   率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第８項、第10条に

おいて同じ。）における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の
測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わなけ
ればならない。 

   （以下略） 
 
  第６条 事業者は、１日における外部被ばくによる線量が１センチメートル 
   線量当量について１ミリシーベルトを超えるおそれのある除染等業務従事 
   者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結 
   果を毎日確認しなければならない。 
  ２ 事業者は、前条第５項から第７項までの規定による測定又は計算の結果 
   に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生 
   労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存し

なければならない。ただし、当該記録を５年間保存した後又は当該除染等
業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡
すときは、この限りでない。 

   一～三（略） 
  ３ 事業者は、前項の規定による記録に基づき、除染等業務従事者に同項各 
   号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。 
 
   除染等作業に従事する労働者の被ばく線量が上限を超えないようにするた 
  め、事業者は、定められた方法により外部被ばく線量及び内部被ばく線量を 
  測定し、また、その結果を毎日確認した上で、30年間保存する必要がありま 
  す（５年経過後又は除染等業務従事者が離職した後は、厚生労働大臣の指定

する機関（財団法人放射線影響協会）に引き渡せます。）。 
   なお、この線量は、労働者に対しても知らされることとされています。 
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 （３）事前調査と作業計画（第７条、第８条） 
  第７条 事業者は、除染等業務（特定汚染土壌等取扱業務を除く。）を行お

うとするときは、あらかじめ、特定汚染土壌等取扱業務に係る除染等作業
（以下「特定汚染土壌等取扱作業」という。）を除く。第３項において同
じ。）を行う場所について、次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を
記録しておかなければならない。 

   一 除染等作業の場所の状況  
   二 除染等作業の場所の平均空間線量率  
   三 除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物

に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法に
よって求めるセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の値  

２ 事業者は、特定汚染土壌等取扱業務を行うときは、当該業務の開始前及
び開始後２週間ごとに、特定汚染土壌等取扱作業を行う場所について、前
項各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 

３ 事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第
１項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働
者に明示しなければならない。 

４ 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当
該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、第２項の調査が終了した年月日
並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しなければならない。 

   
  第８条 事業者は、除染等業務（特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均

空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われ
るものを除く。以下この条、次条及び第20条第１項において同じ。）を行
おうとするときは、あらかじめ、除染等作業（特定汚染土壌等取扱作業に
あっては、平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時以下の場所にお
いて行われるものを除く。以下この条及び次条において同じ。）の作業計
画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。 
（以下略） 

 
   事業者は、作業に先だって、作業場所の事前調査を行い、作業計画を立て 
  ることとされています。 
   事前調査では、①作業場所の状況、②作業場所の平均空間線量率、③作業 
  場所の土壌の汚染濃度を調査し、作業計画では、①作業場所とその方法、② 
  作業者の線量の測定方法、③被ばく低減措置、④使用する機械等の種類・能 
  力、⑤応急の措置について定めることとされています。 
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 （４）作業の指揮者（第９条） 
  第９条 事業者は、除染等業務を行うときは、除染等作業を指揮するため必 
   要な能力を有すると認められる者のうちから、当該除染等作業の指揮者を 
   定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき当該除染等作業の指揮を行 
   わせるとともに、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。 
   一 除染等作業の手順及び除染等業務従事者の配置を決定すること。 
   二 除染等作業に使用する機械等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 
   三 放射線測定器及び保護具の使用状況を監視すること。 
   四 除染等作業を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 
 
   事業者は、作業を行う場合（特定汚染土壌等取扱業務の場合は、平均空間

線量率が2.5マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われるもの
を除く。）には、作業指揮者を定め、当該者に上記一～四に掲げる事項を行
わせることとしています。 

 
 （５）退出者、持ち出し物品の汚染検査（第14条、第15条） 
  第14条 事業者は、除染等業務が行われる作業場又はその近隣の場所に汚染 
   検査場所を設け、除染等作業を行わせた除染等業務従事者が当該作業場か 
   ら退出するときは、その身体及び衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装 
   着している物（以下この条において「装具」という。）の汚染の状態を検 
   査しなければならない。（以下略） 
  
  第15条 事業者は、除染等業務が行われる作業場から持ち出す物品について 
   は、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態 
   を検査しなければならない。ただし、第13条第１項本文の容器を用い、又

は同項ただし書の措置を講じて、他の除染等業務が行われる作業場まで運
搬するときは、この限りでない。（以下略） 

 
   退出者や物品を持ち出す際に、汚染を拡大することを防止するため、事業 
  者は汚染検査場所を設けて、退出者や持ち出し物品の汚染検査を行わなけれ 
  ばならないこととしており、作業者も、当該検査に協力する必要があります。 
 
 （６）保護具、保護具の汚染除去（第16条、第17条） 
  第16条 事業者は、除染等作業のうち第５条第２項各号に規定するものを除 
   染等業務従事者に行わせるときは、当該除染等作業の内容に応じて厚生労 
   働大臣が定める区分に従って、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具、汚 
   染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその 
   作業に従事する除染等業務従事者に使用させなければならない。 
  ２ 除染等業務従事者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用し 
   なければならない。 
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  第17条 事業者は、前条の規定により使用させる保護具が40ベクレル毎平方

センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、
洗浄等により40ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去
しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。 

 
   作業場所の状況や作業内容に応じて、着用すべき保護具や衣類などが異な 
  ります。事業者は、適切な保護具や衣類などを作業者に使用させ、また、労 
  働者も、指示された保護具を正しい方法で使用しなければなりません。 
 
 （７）喫煙等の禁止（第18条） 
  第18条 事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂 
   取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙し、又は飲食 
   することを禁止し、かつ、その旨を、あらかじめ、労働者に明示しなけれ 
   ばならない。 
  ２ 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 
 
   放射性物質が多量に存在する可能性のある作業場所での喫煙や飲食は、内 
  部被ばくのおそれを増加させます。事業主は、作業現場での喫煙や飲食を禁 
  ずるとともに、労働者も、喫煙や飲食をしてはなりません。 
 
 （８）健康診断（第20条） 
  第20条 事業者は、除染等業務に常時従事する除染等業務従事者に対し、雇

入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後６月以内ごとに１回、定期に、
次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならな
い。 （以下略） 

 
 常時除染等業務（特定汚染土壌等取扱業務については平均空間線量率が
2.5マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われるものを除きま
す。）を行う作業者は、原則として、雇入れの際と、その後６カ月に１回、
定期に健康診断を受けることとしています。 
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  第３章 特定線量下業務  
 
 （１）特定線量下業務従事者の被ばく限度（第25条の２） 
  第25条の２ 事業者は、特定線量下業務従事者の受ける実効線量が５年間に

つき100ミリシーベルトを超えず、かつ、１年間につき50ミリシーベルト
を超えないようにしなければならない。 

  ２ 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の特定線量下等業務従事者
（妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条に規定するものを除
く。）の受ける実効線量については、３月間につき５ミリシーベルトを超
えないようにしなければならない。 

   
   特定線量下業務に従事する労働者が受ける実効線量は、除染等業務と同様

に５年間で100mSv、１年間で50mSvを超えてはならないと決められています。 
   また、女性作業者については、原則として３ヶ月で５mSvを超えてはなら

ないと決められています。ここでいう実効線量とは、外部被ばくによる実効
線量です。 
 

（２）線量の測定と、測定結果の確認、記録等（第25条の４、第25条の５） 
  第25条の４ 事業者は、特定線量下業務従事者が除染特別地域等内における

特定線量下業務に係る作業により受ける外部被ばくによる線量を測定しな
ければならない。 

   （以下略） 
 
  第25条の５ 事業者は、１日における外部被ばくによる線量が１センチメー

トル線量当量について１ミリシーベルトを超えるおそれのある特定線量下
業務従事者については、前条第１項の規定による外部被ばくによる線量の
測定の結果を毎日確認しなければならない。 

  ２ 事業者は、前条第３項の規定による測定に基づき、次の各号に掲げる特
定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法によ
り算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。ただし、
当該記録を５年間保存した後又は当該特定線量下業務従事者が離職した後
において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでな
い。 

   一～三（略） 
   ３ 事業者は、前項の規定による記録に基づき、特定線量下業務従事者に

同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。 
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   特定線量下作業に従事する労働者の被ばく線量が上限を超えないようにす

るため、事業者は、定められた方法により外部被ばく線量を測定し、また、
その結果を毎日確認した上で、30年間保存する必要があります（５年経過後
又は特定線量下業務従事者が離職した後は、厚生労働大臣の指定する機関に
引き渡せます。）。 

   なお、この線量は、労働者に対しても知らされることとされています。 
  
（３）事前調査（第25条の６） 
  第25条の６ 事業者は、特定線量下業務を行うときは、特定線量下業務を行

う場合について、当該作業開始前及び開始後２週間ごとに、特定線量下作
業を行う場所について特定線量下作業の場所の平均空間線量率を調査し、
その結果を記録しておかなければならない。（以下略） 

   
   事業者は、特定線量下業務に先だって、作業場所の事前調査を行い、作業

場所の平均空間線量率を調査することとされています。また、同一の場所で
継続して作業を行っている間２週間ごとにも測定し、平均空間線量率を確認
することとされています。 

 
第４章 雑則 
 
 （１）記録等の引渡し等（第27条、第28条）  
  第27条 第６条第２項、第25条の５第２項又は第25条の９の記録を作成し、

保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働
大臣が指定する機関に引き渡すものとする。  

  ２ 第６条第２項、第25条の５第２項又は第25条の９の記録を作成し、保存
する事業者は、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者が離職すると
き又は事業を廃止しようとするときは、当該除染等業務従事者又は特定線
量下業務従事者に対し、当該記録の写しを交付しなければならない。 

 
  第28条 除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事

業を廃止しようとするときは、当該除染等電離放射線健康診断個人票を厚
生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 

２ 除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、除染等
業務従事者が離職するとき又は事業を廃止しようとするときは、当該除染
等業務従事者に対し、当該除染等電離放射線健康診断個人票の写しを交付
しなければならない。 

 
   事業者は、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者が離職するときま

たは事業を廃止するときは、被ばく線量の記録と除染等電離健康診断の結果
の写しを労働者に交付することとされています。 
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  （２）調整（第29条） 
  第29条 除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者のうち電離則第４条第

１項の放射線業務従事者若しくは同項の放射線業務従事者であった者、電
離則第７条第１項の緊急作業に従事する放射線業務従事者及び同条第３項
（電離則第62条の規定において準用する場合を含む。）の緊急作業に従事
する労働者（以下この項においてこれらの者を「緊急作業従事者」とい
う。）若しくは緊急作業従事者であった者又は電離則第８条第１項（電離
則第62条の規定において準用する場合を含む。）の管理区域に一時的に立
ち入る労働者（以下この項において「一時立入労働者」という。）若しく
は一時立入労働者であった者が放射線業務従事者、緊急作業従事者又は一
時立入労働者として電離則第２条第３項の放射線業務に従事する際、電離
則第７条第１項の緊急作業に従事する際又は電離則第３条第１項に規定す
る管理区域に一時的に立ち入る際に受ける又は受けた線量については、除
染特別地域等内における除染等作業又は特定線量下作業により受ける線量
とみなす。  

２ 除染等業務従事者のうち特定線量下業務従事者又は特定線量下業務従事
者であった者が特定線量下業務従事者として特定線量下業務に従事する際
に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における除染等作
業により受ける線量とみなす。 

３ 特定線量下業務従事者のうち除染等業務従事者又は除染等業務従事者で
あった者が除染等業務従事者として除染等業務に従事する際に受ける又は
受けた線量については、除染特別地域等内における特定線量下作業により
受ける線量とみなす。 

 
   事業者は、電離則第２条第３項の放射線業務により受けた線量は、除染等

作業又は特定線量下作業による線量とみなし、除染等作業及び特定線量下作
業による被ばくと合算して、第３条、第４条、第25条の２及び第25条の３の
被ばく限度を超えないようにしなければならないとされています。 
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２ 関係法令 
 
●労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）（抄） 
 
 
（目的） 
第一条 この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働災害の防止のための危害防 
 止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対 
 策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進 
 することを目的とする。  
  
（事業者等の責務） 
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境 
 の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。ま 
 た、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。  
２，３ （略） 
  
第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害 
 の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。  
  
（事業者の講ずべき措置等） 
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。  
 一 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険  
 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険  
 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険  
  
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要 
 な措置を講じなければならない。  
２ 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止す 
 るため必要な措置を講じなければならない。  
  
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  
 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害  
 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害  
 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害  
 四 排気、排液又は残さい物による健康障害  
  
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに 
 換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持 
 のため必要な措置を講じなければならない。  
  
第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならな 
 い。  
  
第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から 
 退避させる等必要な措置を講じなければならない。  
  
第二十六条 労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じ 
 て、必要な事項を守らなければならない。  
  
第二十七条 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前 
 条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。  
２ （略） 
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（安全衛生教育）  
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 
 その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。  
２ 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。  
３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で 
 定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。  
  
（就業制限）  
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当 
 該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了し 
 た者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。  
２ 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。  
３ 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その 
 他その資格を証する書面を携帯していなければならない。  
４ （略）  
  
（作業環境測定）  
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働 
 省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。  
２ 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。  
３～５ （略）  
  
（作業環境測定の結果の評価等）  
第六十五条の二 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者 
 の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の 
 設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。  
２ 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作 
 業環境評価基準に従つて行わなければならない。  
３ 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところによ 
 り、その結果を記録しておかなければならない。  
  
（作業の管理）  
第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなけ 
 ればならない。  
  
（健康診断）  
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなけ 
 ればならない。  
２ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 
 医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従 
 事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。  
３～ ５ （略） 
  
（健康診断の結果の記録）  
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項 
 ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。  
  
（健康診断の結果の通知）  
第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、 
 厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。  
 
（労働基準監督署長及び労働基準監督官）  
第九十条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関 
 する事務をつかさどる。  
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（労働基準監督官の権限）  
第九十一条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係 
 者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度におい 
 て無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。  
２～４ （略） 
  
第九十二条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三 
 十一号）の規定による司法警察員の職務を行なう。  
  
（労働者の申告）  
第九十七条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実 
 を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求 
 めることができる。  
２ 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならな 
 い。  
 

●電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省令第41号）（抄） 
 
第五十九条の二  事業者は、厚生労働大臣が指定する緊急作業（以下この条及び様式第三号において「指定緊急
作業」という。）に従事し、又は従事したことのある労働者（様式第三号において「指定緊急作業従事者等」
という。）について、当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従事する期間（当該労働者が法第六十六条
第四項 の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきと
された期間を含む。）に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、
遅滞なく、その写し（当該記録が、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する
ことができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）で作
成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。）を、厚生労働大臣
に提出しなければならない。 

 一  安衛則第五十一条 に規定する健康診断個人票（安衛則第四十四条第一項 及び第四十五条第一項 の健康
診断並びに法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断の結果の記録に限る。）（安衛
則 様式第五号 ）  

 二  第五十七条に規定する電離放射線健康診断個人票（様式第一号）又は除染則第二十一条に規定する除染等
電離放射線健康診断個人票（様式第二号）  

２ 事業者は、次の各号に掲げる労働者の区分に応じ、第八条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結
果に基づき、第九条第二項に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定された当該労働者の線量及び第四
十五条第一項の規定による記録その他の必要事項を記載した線量等管理実施状況報告書（様式第三号）を作成
し、当該各号に定める日に、書面又は電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識す
ることができない方法をいう。）に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 一  指定緊急作業に従事する労働者 毎月末日（当該労働者が指定緊急作業に従事する間に限る。）  
 二  放射線業務（指定緊急作業を除く。）に従事する労働者 三月ごとの月の末日（当該労働者が放射線業務

（指定緊急作業を除く。）に従事する間に限る。）  
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